
（様式第２号）

【審査基準（標準処理期間を含む。）】

所管所属 福祉保健課

福祉人材研修センターの利用料の減免

根拠条文 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第１２条

指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料

金を減額し、又は免除しなければならない。

審査基準 利用料金の減免基準

（１）全額免除該当

① 県又は社会福祉法人の利用

② 社会福祉に関する研修会、講演会その他の催物のための利用

③ 心身に障害のある者（療育、身体、精神障害保健福祉手帳交付者）の

社会参加を促進する目的として利用する場合

④ 介護保険による要介護又は要支援認定を受けた者の社会参加を促進す

る目的として利用する場合

⑤ ③又は④の者及びその介護者の占める割合が１／２以上利用する場合

⑥ 県内の児童、生徒又は学生が、講演、学生等の作品の展示等の文化芸

術に関する行事のために利用する場合

（２）半額免除以上該当

① ホールを専ら準備又は練習のための利用

② 心身に障害のある者（療育、身体、精神障害保健福祉手帳交付者）及

びその介護者の占める割合が１／２未満である利用

③ 介護保険による要介護又は要支援認定を受けた者及びその介護者の占

める割合が１／２未満である利用

※ なお、（１）、（２）につき、実費を超える入場料、受講料その他これら

に類するものを徴収する場合又は物品の販売を主たる目的として利用する

場合は減免の対象としない。

標準処理 標準処理期間の内訳
標準処理期間 備 考

期間 受 付 処 理

５営業日 機 機 (福)鳥取県社

関 関 会福祉協議会

期 期 ５営業日

間 間


